
 

令和７年度埼玉県放課後児童支援員研修事業 

企画提案募集要領 

 

１ 目的 

  放課後児童クラブに従事する職員の資質の向上を図るため、個々の職員の経験 

 年数や保有資格、スキルに応じたきめ細やかな研修を実施する。 

  事業の実施に当たっては、研修の実施に関するノウハウを有する事業者に委託  

 するため企画提案を募集する。 

  

２ 委託内容 

（１）委託業務の内容 

  別紙１「令和７年度埼玉県放課後児童支援員研修事業に係る業務委託仕様 

  書」のとおり。 

（２）委託費 

   １３，６９２，０００円（消費税及び地方消費税を含む）以内 

（３）委託期間 

   委託契約締結の日から令和８年３月２３日までとする。 

 

３ 参加資格 

企画提案競技に参加することができる者は、次に掲げる事項全てに該当する者

とする。 

 （１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定によ

り埼玉県における一般競争入札の参加を制限されていない者であること。 

（２）埼玉県財務規則（昭和 39 年埼玉県規則第 18 号）第 91 条の規定により埼玉県

の一般競争入札に参加させないこととされた者でないこと。 

（３）公示日から提案書の提出期限までに、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の

措置要綱（平成２１年３月３１日付け入審第５１３号）に基づく入札参加停止

措置を受けていない者であること。 

（４）提案書の提出期限までに、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱（平成２

１年４月１日付け入審第９７号）に基づく入札参加除外措置を受けている者で

ないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は

破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされて

いない者であること。ただし、手続開始決定後に埼玉県知事が別に定める競争

入札参加資格の再審査を受けている者はこの限りではない。 

（６）法人税、法人県民税、法人事業税、地方法人特別税、消費税及び地方消費税

等納付すべき税金を滞納していない者であること。  

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に掲げる暴力団、同条第６号に規定する暴力団員である役職員を

有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 

 



 

 

４ 提出書類 

  受託希望者は、以下の書類を提出すること。 

  なお、企画提案に必要な経費は企画提案者の負担とし、提出書類は返却しない。 

（１）応募申込書【様式１】 

    連絡窓口について漏れなく記載すること。 

（２）企画書【様式２】 

  以下の内容について、できるだけ具体的に記載すること。 

 

 

  ① 研修内容 

    次のア～オの研修を体系化し、効果的に実施すること。 

   ア 放課後児童支援員認定資格研修として「放課後児童健全育成事業の設備 

   及び運営に関する基準（平成 26 年 4 月 30 日厚生労働省令第 63 号）」に 

   基づき実施すること。 

   イ 初任者研修として、放課後児童クラブに従事期間１年～５年未満の職員 

    を対象とした研修を行うこと。 

   ウ 中堅者研修として、放課後児童クラブに従事期間５年以上の職員を対象   

    とした研修を行うこと。 

   エ 管理者研修として、放課後児童クラブ内で指導的役割を担う職員を対象 

    とした研修を行うこと。 

  ② 研修の企画、運営 

  ア 契約日から研修実施までの全体スケジュール（テキスト等の準備・研修 

   実施日程（クール）を含む）を提案すること。 

  イ 研修会場（会場名、収容人数、所在地、最寄駅）を提案すること。 

  ウ 研修講師の選定方法及び選定理由について提案すること。 

   エ ①イ～オの研修内容・企画構成等について、対象となる各区分の放課後 

    児童支援員等にとって必要な知識を修得できるようなものを提案すること。 

   オ 事業の実施体制について記載すること。 

  ③ 研修テキスト等 

   ア 放課後児童支援員認定資格研修テキストについては「放課後児童クラブ 

    運営指針」（平成27年3月31日付け雇児発0331第34号厚生労働省雇用均等・ 

    児童家庭局長通知別紙）及び「放課後児童クラブ運営指針解説書」の使用 

    を必須とする。 

   イ 上記アに加えて、研修カリキュラムを適切に実施する上で適当なものを 

    副教材として使用してもよい。 

   ウ 上記イ及び資質向上研修に係るテキスト等の作成に当たっての企画、作 

    成方法を提案し、テキストの内容に関して、受講者の理解を促進するため 

    の工夫点や考え方等を示すこと。 

  ④ その他 

   ア 上記①アからエまでの各研修の関連性、体系化したことによる効果につ 

    いて提案すること。 

   イ 県内各地域の支援員等が参加しやすいよう工夫して、実施回数や場所に

ついて提案すること。 



 

 

   ウ その他、特記事項がある場合には記載すること。 

（３）予算書【様式３】 

   事業の実施に要する経費を具体的に記載すること。 

    なお、当初の申請で計上しなかった経費項目は、事業実施時に支出が生じた 

   としても対象経費とはならない。 

    ただし、災害等により研修の実施を中止した場合、中止した研修に要した経 

   費については対象経費に含めることができる。 

 

《対象経費の例》 

 経費項目 例 備考 

① 会場費 会場使用料、付属設備使用料  

② 通信運搬費 切手代、宅配便料金等  

③ 旅費 交通費 
講師等に支払う交通費及び事業実

施に必要な交通費。 

④ 謝金 外部講師等の謝金等  

⑤ 消耗品費 
紙、インク、文具類、 

パソコンソフト等 

パソコンソフトは金額に関わらず

消耗品扱いとする。 

⑥ 印刷製本費 
チラシ、パンフレット等の印刷

製本費 
１０円コピー機使用料も含む。 

⑦ 人件費 職員の給与等  

⑧ その他 保険料、機材レンタル料 
①～⑦に該当しない経費を具体的

に記入すること。 

 《対象とならない経費》 

・ 備品（単価１０万円以上の物品）を購入する費用 

・ 団体の運営上必要とされる恒常的な経費（団体の事務所の賃借料、光熱 

 費、電話代等の管理費、従来から恒常的に発生している人件費等） 

・ 土地の購入又は賃借に要する経費 

 《経費に関する留意事項》 

   ・ 事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入 

    があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。 

 ・ 委託業務を完了した際は、原則として、実績に応じ、精算を行うこと。 

   ・ 受託者は本事業に係る経理を明確に区分し、帳簿・支出証拠書類等を整備    

    しなければならない。当該帳簿等は、本事業の完了の日の属する会計年度の 

    翌会計年度から５年間保管しなければならない。 

（５）法人概要【様式４】 

   法人名、代表者職・氏名、所在地、連絡先、活動目的、活動実績、組織体制

を記載すること。 

    

５ 書類の提出部数、提出方法及び提出期限 

（１）提出部数  

   ア 応募申込書【様式１】：正本１部 

   イ 企画書【様式２】  ：正本１部、副本６部 

   ウ 予算書【様式３】  ：正本１部、副本６部 



 

 

   エ 法人概要【様式４】 ：正本１部、副本６部 

 

（２）提出方法   

埼玉県福祉部こども支援課 放課後児童クラブ担当に持参または郵送のこと。 

 

（３）提出期限   

令和７年４月１７日（木）（必着） 

 

６ 質問事項受付【様式５】 

  募集要領及び仕様書の内容等に関する質問は次のとおり受付する。 

（１）受付期間  

   令和７年４月１０日（木）午後５時まで 

（２）受付方法   

   質問書に記入の上、電子メールで提出すること。 

   なお、電話等による質問には簡易なものを除き、応じない。 

（３）回答方法   

   電子メールにより回答する。 

 

７ 選考方法・採用通知 

提出された企画提案書の内容を踏まえて書類審査を行い、総合点が最も高い提  

 案者を委託先候補者として選定する。 

 企画提案に参加しようとする者が１者の場合は、事前に審査委員会で定めた基

準点を満たしていれば委託先候補者として選定する。 

 採用通知は５月上旬を目処に文書により行う。 

 

８ その他 

 説明会は開催しない。 

 

９ 契約 

業務内容に関する細目事項等については、委託先候補者と県との間で協議の

上、委託契約を締結する。この際、企画提案の一部を変更する場合もある。 

委託契約は、埼玉県財務規則等関係法令に基づき締結する。 

なお、委託先候補者と協議が整わない場合や契約締結までの間に委託先候補者が

３に定める参加資格を失う等事故のある場合等は、次点の者と改めて協議を行う。 

 

10 問い合わせ先・書類提出先 

埼玉県福祉部こども支援課 放課後児童クラブ担当 

  住所：〒330-9301 さいたま市浦和区高砂３丁目１５番１号 

  電話：048-830-3322 



 

 

  E-MAIL：a3330-05@pref.saitama.lg.jp 

  窓口受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分（土、日、祝日を除く） 

mailto:a3330-05@pref.saitama.lg.jp


 

【様式１】 
令和  年  月  日 

 

 埼玉県知事 大野元裕 

 

 

                  法人名                 
                  代表者役職・氏名            
 
 

「令和７年度埼玉県放課後児童支援員研修事業」 

企画提案応募申込書 

 

 標記業務の応募に関し、下記の書類を提出いたします。 
 
記 

 
 １ 企画書 
 ２ 予算書 
 ３ 法人の概要 
 
 

【連絡窓口】 
氏名（ふりがな）  
部署・役職  
所在地 〒 

 
電話  
ＦＡＸ  
E-MAIL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

【様式２】 

企 画 書 

 

                      法人名             

 
 
≪研修の企画・運営≫ 
１ 全体スケジュール 
 

 

 

２ 研修会場 
 

 

 

３ 研修講師 
 

 

 

４ 資質向上研修内容・企画構成等 
 

 

 

５ 事業の実施体制 

 

 

 

≪研修テキスト等≫ 

６ テキスト等の企画・作成方法 

 

 

 

７ テキスト等の内容 

 

 

 

≪その他≫ 

８ その他（特記事項がある場合） 

 

 

※ 企画提案に係る資料を添付してください。 



 

【様式３】 

 

予 算 書 

 

                      法人名             

 

 

区 分 経 費 算出の基礎（積算内訳） 

             円 

 

                                  円 

合 計 

（うち消費税及び

地方消費税） 

    
 
（       円） 

 



 

【様式４】 

 

法 人 概 要 
 

  法  人  名 

（代表者職・氏名） 

 

 

 

  所 在 地 
 連 絡 先 

 

（〒   －     ） 

 

 

（電 話） 

（ＦＡＸ） 

（E-MAIL） 

 

 

  活 動 目 的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  活 動 実 績 
（同様の事業を行った

 実績） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  組 織 体 制 

 

 

 

設立年月日   年  月  日 
役員        人   
監事              人 

会員              人 
 

※組織体制の役職名は、各団体で使用している役職名への変更も可。 

 



 

【様式５】 

 

埼玉県福祉部こども支援課 放課後児童クラブ担当 あて 

メール：a3330-05@pref.saitama.lg.jp 

 
 

質   問   書 

令和  年  月  日 

法人名   

担当者名  
 電話番号：  

 

質   問   内   容  

 

注１  質問は１問１枚とする。  
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令和７年度埼玉県放課後児童支援員研修事業に係る業務委託仕様書 
 

 

１ 事業目的 

  放課後児童クラブに従事する職員の資質の向上を図るため、個々の職員の経験年数や保 

 有資格、スキルに応じたきめ細やかな研修を実施することを目的とする。 

 

２ 委託業務内容 

  放課後児童支援員認定資格研修※１、初任者研修※２、中堅者研修※３及び管理者研修※４に対 

 応するための専門研修を実施し、各研修が相互に効果的に実施されるよう研修を体系立て 

 て実施するものとする。 

  ※１ 放課後児童支援員認定資格研修 

     「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成 26 年 4月 30 日厚 

    生労働省令第 63 号）」に基づき実施する研修 

  ※２ 初任者研修 

     放課後児童クラブに従事期間１年～５年未満の職員を対象とした研修 

  ※３ 中堅者研修 

     放課後児童クラブに従事期間５年以上の職員等を対象とした研修 

  ※４ 管理者研修 

     放課後児童クラブ内で指導的役割を担う職員を対象とした研修 

   （※２～４を総称する場合は「放課後児童支援員等資質向上研修」とする） 

      

（１）放課後児童支援員認定資格研修の実施 

 ①業務内容 

ア 研修テキスト等の準備 

イ 研修日程の設定及び研修会場の確保 

ウ 研修講師の選定、確保及び連絡調整 

エ 研修内容の企画 

オ 研修の開催通知の作成及び市町村への送付 

カ 市町村からの受講申込み取りまとめ及び受講資格関係書類の確認 

キ 受講者の決定及び決定通知の市町村への送付 

ク 受講者本人確認 

ケ 研修当日の運営 

コ 修了評価に係るレポート等の確認 

サ 研修受講者名簿の作成 

シ 受講状況管理、研修修了者名簿及び受講資格関係書類の県への送付 

ス その他、研修に関する問い合わせ対応 

 

 ②上記に係る留意事項等 

    ・ テキストについては「放課後児童クラブ運営指針」（平成 27 年 3 月 31 日付け雇児 
     発 0331 第 34 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙）及び「放課後児童クラ 
     ブ運営指針解説書」の使用を必須とする。 
    ・ 上記に加えて、研修カリキュラムを適切に実施する上で適当なものを副教材として 

別紙 1 



 

 

     使用してもよい。その場合は、講師が作成した資料であっても必ず受託者が受託者の

責任において内容について誤りはないか、最新データ等を使用しているか、出典を明

記しているかなど副教材として適当なものか確認するとともに、各研修回で異なる資

料とならないように資料を統一し、やむを得ず異なる資料を使用する場合は事前に委

託者へ申し出ること。また、副教材についての企画、作成方法等を提案し、内容に関

して、受講者の理解を促進するための工夫点や考え方等を示すこと。 

・ 研修日程については、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）を除く

こと。土曜日、日曜日及び祝日を含めることは可能とする。 

・ 研修の１クールは、１６科目を履修するのに最も適した日数、時間帯を提案す

ること。 

・ 年間最低１,５００人（うち、さいたま市分２１０人を含む※）が受講でき、 

 １５回の研修が実施できるよう、会場を提案すること。ただし、研修１回あたり

の受講者数は概ね１５０人程度を上限とし、うち２回まで、オンデマンド研修（予

め録画した研修をアップロードし受講者が自由な時間に学べる研修）またはオン

ライン研修（Web 会議システム等を利用してリアルタイムで行う研修）とすること

ができる。なお、オンデマンド研修又はオンライン研修の実施を企画するにあた

っては、申込の受付方法、本人確認および出席確認等の方法についても併せて提

案すること。 

  ※ さいたま市を通じて申し込みを行った受講者（２１０人）は専用の会場で 

   受講させること。研修は２クール以上に分け時期について近接しないよう    

   留意すること。 

・ オンデマンド研修を実施する場合は、１回あたりの視聴期間を概ね１か月（３０

日）間とすること。 

・ 研修会場は、公共交通機関等を利用しやすい場所にし、実施場所に地域的な偏

りがないよう配慮すること。また、保育士養成施設等の学生が受講できる機会を

設けるため、年度後半の土日のみのコース開催や、オンデマンド研修又はオンラ

イン研修のうち１回について学生を優先的に受講させる等の方法を提案すること。 

・ 研修内容は、別紙２「放課後児童支援員に係る都道府県認定資格研修の項目・

科目、時間数、ねらい、主な内容及び講師要件等」のとおりとし、受講者の理解

を深められるように工夫すること。ただし、演習等を実施する場合は、災害や感

染症拡大等の危険性がある場合は必要に応じて中止すること。 

・ 講師は、別紙２「放課後児童支援員に係る都道府県認定資格研修の項目・科目、

時間数、ねらい、主な内容及び講師要件等」を参考として、研修項目（科目）の

内容に関する専門的な知識や経験を有し、受講者に対して必要かつ、適切な知識・

技能の提供等ができる者を選定すること。また、地域の人材活用に配慮すること。

併せて令和７年に「放課後児童クラブ運営指針」が改定されたことから、選定し

た講師には、これまでの受講有無に関わらず可能な限り、こども家庭庁主催の認

定資格研修講師養成研修を受講させること。 

・ 研修の開催にあたっては、開催要領（研修日時、内容、場所等）及び受講申込

書を作成して通知すること。 

・ 「受講者の決定」には、受講申込みの受付・取りまとめ及び受講者決定のため

の調整業務（受講資格の有無の確認を含む）も含まれる。 

・ 受講資格関係書類については、市町村経由で提出のあった書類の確認を行い、 



 

 

 研修修了後概ね２か月以内（ただし、1 月から 2 月の間に終了する研修について  

 は 3 月第 1 週まで、3月に終了する研修については実施する週の末日まで）を目 

 途に一式を取り揃えた上で県に送付すること。  

     ・ 受講者の本人確認は、研修期間中に行うこと。 

・ 修了評価に係るレポート等は、確認を行った後、研修修了後に一式を取り揃え

た上で県に送付すること。 

・ 研修当日の運営については、会場との事前連絡調整、機器等の準備、会場設営、 

 受付、司会進行、講師対応、片付け等、研修を運営するための業務すべてを行う 

 こと。 

・ 研修受講者名簿を作成の上、受講状況を管理するとともに、研修修了者名簿 

 を県へ送付すること。なお、研修修了者名簿の送付に際しては、研修の出欠を 

 確認できる出席者名簿を併せて提出すること。 

・ 研修受講料については徴収しない。ただし、教材等にかかる実費相当分を徴収 

 することは妨げない。実費相当分を徴収する場合、予算書に必ず計上すること。 

・ 災害や感染症拡大等を防ぐため、県から中止又は変更の指示があった場合は速

やかに対応すること。 

 

（２）放課後児童支援員等資質向上研修の実施 

 ①業務内容 

ア 研修日程の設定及び研修会場の確保 

イ 研修講師の選定、確保及び連絡調整 

ウ 研修内容の企画 

エ 研修の開催通知の作成及び市町村への送付 

オ 市町村からの受講申込み取りまとめ 

カ 受講者の決定及び決定通知の市町村への送付 

キ 研修当日の運営 

ク 研修受講者名簿の作成及び受講状況管理、研修修了者名簿の県への送付 

ケ その他、研修に関する問い合わせ対応 

 

 ②上記に係る留意事項等 

・ 講師が作成した資料を使う場合は、必ず受託者が受託者の責任において内容につい

て誤りはないか、最新データ等を使用しているか、出典を明記しているかなど教材と

して適当なものか確認するとともに、各研修回で異なる資料とならないように資料を

統一し、やむを得ず異なる資料を使用する場合は事前に委託者へ申し出ること。 

・ 初任者研修では、児童の年齢に応じた保育の仕方について実践に基づいた具体 

 的な事例を用いた研修及び障害児対応、性の多様性に関する研修を実施すること。 

その他、研修の内容は、別紙３「放課後児童支援員等資質向上研修における主な 

内容」を参考に企画すること。 

・ 中堅者研修では、学校などの関係機関や地域との連携に関する内容、放課後子 

供教室との連携に関する内容、虐待の防止等に関する内容、障害児対応、性の多

様性に関する内容等を取り入れること。 

  その他、研修の内容は、別紙３「放課後児童支援員等資質向上研修における主 

 な内容」を参考に企画すること。 



 

 

・ 管理者研修では、新人の定着及び育成のための職場環境づくりやコミュニケー 

 ション能力・チームマネジメント力強化に関する内容、クラブ運営における危機 

 管理に関する内容を扱うこと。その他、研修の内容は、別紙３「放課後児童支援 

 員等資質向上研修における主な内容」を参考に企画すること。 

・ 放課後児童支援員等資質向上研修の各研修と、放課後児童支援員認定資格研修 

 との関連性、更なる効果について提案すること。 

・ 各研修はそれぞれ年２回以上実施すること。なお、 

 オンライン研修（Web 会議システム等を利用してリアルタイムで行う研修）も認

めるが、その場合は、受講者ごとの通信環境の差が受講機会の制限とならないよ

う配慮すること。 

・ 研修は、受講に最も適した日程、時間帯、会場を提案すること。 

・ 研修は、県内各地域の支援員等が参加しやすいよう工夫して、実施回数、場所 

 を提案すること。 

・ 研修日程は、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）を除くこと。土

曜日、日曜日及び祝日を含めることは可能とする。 

・ 研修会場は、公共交通機関等を利用しやすい場所にすること。 

・ 講師は、研修の内容に関する専門的な知識や経験を有し、受講者に対して必要 

 かつ、適切な知識・技能の提供等ができる者を選定すること。 

・ 研修の開催通知については、開催要領（研修日時、内容、場所等）及び受講申 

 込書を作成すること。 

・ 「受講者の決定」には、受講申込みの受付・取りまとめ及び受講者決定のため 

 の調整業務も含まれる。 

・ 研修当日の運営については、会場との事前連絡調整、機器等の準備、会場設営、 

 受付、司会進行、講師対応、片付け等、研修を運営するための業務すべてを行う 

 こと。 

・ 研修受講者名簿を作成の上、受講状況を管理するとともに研修修了者名簿を 

 県へ送付すること。なお、研修修了者名簿の送付に際しては、研修の出欠を確認 

 できる出席者名簿を併せて提出すること。 

・ 研修受講料は徴収しないこと。ただし、教材等にかかる実費相当分を徴収する 

 ことは妨げない。実費相当分を徴収する場合は、予算書に必ず計上すること。 

・ 災害や感染症拡大等を防ぐため、県から中止又は延期の指示があった場合は速

やかに対応すること。 

 

 （３）その他留意事項 

   ①個人情報の取扱いに関する留意事項 

     本業務は、個人情報を多く取り扱うため、委託業務の履行に当たっては、個人の 

    権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを慎重かつ適切に行わなけ 

    ればならない。 

・ 委託業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は委託業務以外の目的に使用

してはならない。委託期間が終了し、又は委託契約が解除された後においても同

様とする。 

・ 委託業務を通じて取得した個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じ

なければならない。受託者が取り扱う個人情報については、県の保有する個人情



 

 

報として個人情報保護法の適用を受けるものとする。 

・ 委託業務の履行に当たり、個人情報が記録された資料等の複製、持ち出し、送

信その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならな

い。ただし、あらかじめ埼玉県の承諾を得た場合は、この限りではない。 

 

②その他留意事項 

・ 受託者は、委託業務の履行に当たり、自己の責めに帰すべき事由により県に損

害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

・ 受託者は、委託業務の履行に当たり、受託者の行為が原因で第三者に損害が生

じた場合には、その賠償の責めを負うものとする。 

・ 災害及び感染症等が発生した場合、受講者の安全の観点から県の申し出により

研修を中止する場合がある。その場合、受託者は速やかに受講予定者にその旨を

連絡するとともに、県と協議の上代替日の設定等を行うこと。なお、中止に伴っ

て発生する費用については、対象経費に含めて差し支えない。 

・ 業務の実施に当たり、業務を統括する責任者を配置し、担当者等の人員配置等

を明確にすること。 

・ 事業の実施に支障が生じるような場合は、随時、県と協議を行い、早急に改善

策を検討すること。 

・ 委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。た

だし、あらかじめ県の書面による承認を得た場合は、この限りでない。 

・ 埼玉県が受託者を決定した後、委託契約に当たり、この仕様書に定める事項及

びこの仕様書に定められた事項以外に疑義が生じた場合は、遅滞なく県と協議を

行うものとする。 
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放課後児童支援員等資質向上研修における主な内容 
 

区分 

放課後児童ク

ラブに従事す

る者として備

えるべき資質 

子どもの育成支援に必要な専門的知識及び技術 

学校・地域との連携 運営管理と職場倫理 
新人育成と 

職場環境づくり 子どもの育成支援 

障害のある子ども及び特に

配慮を必要とする子どもへ

の対応 

保護者・家庭との連携 

初任者研修 

【１年～ 

５年未満】 

・健全な心身 

・センス、感性 

・観察力 

・共感性 

・愛情 

・柔軟性 

・倫理観 

・道徳性 

・責任感 

・主体性 

・達成意欲 

・行動力 

・情熱 

・協調性 

・創造力 

・自制心 

・コミュニケーシ

ョン 

・一定の生活習慣

と社会的マナー 

 

・子どもの発達の特徴 

・子どもの権利擁護、人権の尊

重 

・育成支援の内容理解と計画の

考え方 

・子どもの遊びや生活の環境の

理解 

・仲間づくり 

・いじめの理解と対応 

・健康・衛生管理 

・おやつの必要性及び食育の理

解 

・事故やケガの防止と発生時の

対応 

・食物アレルギーの理解と対応 

・防火、防災及び防犯の理解と

対応 

・育成支援の内容の記録の書き

方と工夫 

・実践事例検討（ケーススタデ

ィ） 

・性の多様性の理解（性的志

向・性自認） 

        など 

・障害児（発達障害を含む）のあ

る子どもの理解と支援 

・障害のある子ども一人ひとりに

即した理解と育成支援の工夫 

・特に配慮を必要とする子どもの

理解と育成支援の工夫 

・実践事例検討（ケーススタディ） 

・家庭への連絡の必要性の理解と

工夫 

・連絡帳の書き方と効果的な活用 

・通信、便りの工夫 

・家庭における養育環境の理解と

連携 

・保護者とのコミュニケーション

の工夫 

・基礎的な相談援助技術の理解 

・学校との情報交換等の工夫 

・放課後子ども総合プランの理解 

・放課後子供教室の関係者との連

携 

・児童館及び地域組織等との連携 

・自治会、町内会及び主任児童委

員等の地域組織の理解 

・職場のルール及び職場倫理の

理解 

・組織における役割や連携の理

解 

・個人情報の取扱いとプライバ

シーの保護 

・安全管理 

・不審者への対応 

・自己研鑚及び研修についての

理解 

 

中堅者研修 

【５年以上】 

・家庭の状況の把握と養育支援 

・児童虐待への対応と関係機関と

の連携 

・地域の障害児関係の専門機関等

の機能及び役割の理解と連携 

・実践事例検討（ケーススタディ）

の設定 

・関係機関とのケース検討会議 

・家庭の状況を理解することの必

要性 

・保護者とのコミュニケーション

のあり方の理論的理解 

・相談援助技術の理解 

・要望及び苦情への対応 

・保護者会の工夫 

・担任教諭や養護教諭等の学校教

職員との連携 

・小学校区ごとの協議会との連携

の工夫 

・自治会、町内会及び主任児童委

員等との連携の工夫 

・ボランティア及び実習生の指導 

・新任職員への助言、指導 

・運営内容及び運営規程の理解 

・リスクマネジメントの理解 

・会議の開催及び記録の作成 

管理者研修 

【指導者等】 
上に記載されている知識・技術を習得済の者を対象とする。 

・チームマネジメント能力 

・職場におけるコミュニケ

ーション能力 

・若手の人材育成 

・メンタルヘルスに関する

知識 

・動機付け能力（メンバー

のやる気の醸成） 

・災害や感染症への危機管

理 

 

別紙３ 


